




「企業等へ直接手紙を書いてみよう」 
 
・選んだ企業へ手紙を書いて，商品やサービス
について提言を行うこと。 
・最低２社には手紙を出すこと。 

・手紙の内容には，必ず自分の考えた代案を示
すこと（単なる苦情にならないように）。 

・あなたが書き送った文面と，企業から送られて
きた文面のそれぞれのコピーとあなたの考察レ
ポート（A4×１枚）の３つを提出すること。 
・紙による提出期限：第８回 １１月２５日（火） 



「企業等へ直接手紙を書いてみよう」の 
注意点 
・提出するデータ（手紙の内容）に記載されている
自分の住所や電話番号は黒塗りにする。 
・やりとりした手紙の内容はSNS等にアップロードし
ない。 

・特許権，実用新案権，意匠権などに関する提案
は，他の社内部門を紹介されることがある。 

・たまに就職活動の一環として手紙を書いてきて
いると誤解されることがある。 

・企業から返信があれば，その内容について再度
，手紙かハガキでお礼状を書くのが望ましい。 



学生さんから質問がありました。 

１６０名から同じ内容の質問が同じ企業に出されると，相
手の企業にご迷惑をかけてしまうというご指摘をいただき
ました。 

学生２名または３名の連名で企業に１通の手紙（またはメ
ール）を出していただき，企業からの返信をそれに付けて
もらえれば大丈夫です。 

その返信に対する考察レポートについては，２名または３
名それぞれがA4サイズ１枚に記載して提出して下さい。 
つまり， 
・企業への手紙（２名または３名の連名で出す）のコピー 
・企業からの返信のコピー 
・２名または３名それぞれの考察レポート（２～３枚） 
上記を１１月２５日（火）までに提出して下さい。 



期限内に企業から１通も返事がこなかった人へ 
（救済措置） 
 
・企業へ出した手紙のコピー 
・次に示す２問について解答したレポート 
 （A4サイズ３枚以内） 
を，第10回（12月16日）の講義日までに提出して
下さい。 



＜問１＞ 

「消費生活用製品安全法」について調べて，そ
の要点を簡潔にまとめること。また，この法律で
はまだ対応できていない事例（例えば，インター
ネット取引など）について自分で考えて，今後，
この法律に追加すべき内容を記述すること。 
 
＜問２＞ 

製品のライフサイクルに関して，初期故障期，
偶発故障期，摩耗故障期という３つの期間が設
定されているが，それを示す「バスタブ曲線」に
ついてまとめること。 





第７章 法的責任とモラル責任 
 
カネミ油症事件 
 
５０年前に起きたこの事件には，PCB混入事故，
被害者の救済，法とモラルの境界域，新規合成
化学物質の問題がある。 













斃死（へいし）：行き倒れて死亡したり，のたれ死をしたりすること。 
動物が突然死ぬことを指すことが多い。 



PCBの混入原因 
 
米油を脱臭するために，熱媒であるPCBは脱臭
缶の蛇管の中を循環し米油を加熱していた。米
油中の揮発成分は加熱されて蒸発し，上部の
陣笠によって捕集され，飛沫油となる。この蛇
管の改修工事を行った際に，工作ミスか，溶接
ミスがあって蛇管に穴があき，PCBが漏れて米
油に混入してしまった。 



このPCB混入米油をもう一度脱臭操作を行って
出荷したことが問題の発端である。会社はPCB

が米油に混入していることを知っていて，米油を
再脱臭し，安全性を確認しないまま出荷した。ま
た，再脱臭で発生した飛沫油はダーク油に混ぜ
られ，鶏の肥料用として出荷された。 
 
蛇管の穴については，当初，蛇管がPCBによっ
て腐食されたピンホールといわれていたが，裁
判の過程で，工事の際の工作ミスによってでき
たものと判断された。 





裁判の判決 
 

この事件は製造物の欠陥によって多数の被害
者が出た事件である。今ならPL法によって裁か
れることになるが，当時は刑法と民法709条に
照らし合わせて過失を立証することによって判
決が下されたため，長期間を要している。 

刑法の業務上過失致死傷罪の裁判で，工場長
は技術の最高責任者として禁錮1.5年の判決
が下された。生産時にPCBが途中で300リットル
も減少したのに原因に気付かず，それを補充し
て必要な対策をとっていなかった。 



事故から得られる教訓 
 

①工場長は，現場を預かる最高責任者として
責任（配慮義務）が問われている。現場責任者
なら「危害を防止すること」が可能で，その責務
のあることを示す判決である。 
 

②鶏の斃死（へいし）事件が発生した段階で，
なぜ米油の販売を停止できなかったのか。鶏の
被害はダーク油が原因と判明した４月以降食い
止められたが，人間はそれから半年以上も米
油を食べさせられたことになる。 



③純粋な技術上の問題として，熱媒であるPCB
が混入したのに同じ脱臭装置を使ってPCBを取
り除こうとしていることがある。PCBの沸点は
300℃以上と高く，脱臭タンク内の温度である
200～230℃では取り除くことができない。 
 
④PCB腐食によるピンホールか，または工作ミ
スによる穴かは，この事件の裁判における重要
な争点であった。現場を確認すれば一目瞭然
のことである。事故原因の正しい鑑定は，公平
な裁判を導き，かつ裁判の長期化を防ぐことに
なる。 



⑤カネミ倉庫は，PCBが食品に混入した際の処
置を，PCBメーカに確認すべきであった。 



斃死（へいし）：行き倒れて死亡したり，のたれ死をしたりすること。 
動物が突然死ぬことを指すことが多い。 







腐食について 
腐食（corrosion,コロージョン）は，金属材料を
陽極とする電池が生じて，表面が溶ける現象で
ある。一般に溶けたらMOx（Mは金属，Oは酸素
，xは環境で大きく変化する）として酸素と結合し
て多孔質の酸化膜が生じる。普通は，構造体
に使っている金属が多結晶なので，表面が一
様に溶けるのではなく，結晶粒界にそって孔食
と呼ばれるような深いピットが生じる。 
なお，逆に金属を強制的に陽極にして強固な不動態
の酸化膜を作るのが陽極酸化法で，アルミニウムやス
テンレス鋼の表面処理（アルミニウムだとアルマイトと
呼ばれる）に用いられる。 



機械分野の事故では，腐食，疲労，摩耗の３つ
が事故原因として圧倒的に多い。その中でも腐
食は事故の発生量において群を抜いている。
一般に，腐食は徐々に劣化をもたらし，例えば
１ヶ月の間に急激に減肉するというような急変
は生じない。また，腐食すると表面の色が変わ
って目視検査しやすいので，メンテナンスが容
易であり，大事故に至ることは少ない。 



炭素鋼の一般的な腐食速度は0.15～0.3mm

／年である。つまり，配管や圧力容器の肉厚は
数mmであるから，腐食しはじめてから数年か
ら30年を経て，最後は突然だが，薄い肉厚の
皮が座屈や破裂をともなって壊れる。 





前の図の腐食とは，雨水や潮風，炭化水素，天然
ガスなどの環境によるものである。ところが，環境
に塩素や酸が含まれると，腐食速度は0.3～
0.5mm／年と倍増する。つまり，金属に接する環
境に，雨水や塩素ガス，硫化水素，塩化ビニル，
塩化アンモニアなどが含まれると腐食速度が増加
し，耐食性に優れるステンレス鋼でさえ粒界に沿
った深い孔食が進む。さらに，材料自体に残留引
張応力が生じていると応力腐食割れが生じ，その
うえにまわりの環境である流体が材料に衝突する
とエロージョン（errosion,機械的浸食）が生じて，
腐食速度は0.5～4.0mm／年と激増する。 



新規合成化学物質の安全性 
 
PCBは，熱に強く化学的に安定で電気絶縁性が
高い有用な物質として，電気機器の絶縁油，加
熱・冷却用の熱媒体，感圧複写紙などに普及し
た。米油の混入し食用に供されるのは，製造メ
ーカの意図せざる使用方法であった。 
 

カネミ油症事件による健康被害は，新しい合成
化学物質の安全性確認が極めて重要であるこ
とを認識させ，1973年「化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律（化審法）」が制定さ
れた。 



化審法は新規化学物質の事前審査制度を，日
本が世界に先駆けて導入した。新規化学物質
のうち，難分解性，高濃縮性，長期毒性のある
ものを特定化学物質として指定し，製造・輸入
の規制を行った。PCBはこの法律によって規制
されることになった。 
 

１つの失敗を繰り返さないための防止措置が必
要で，科学技術の歴史は，失敗を次のステップ
につなげてきたことの繰り返しである。技術者
は失敗と謙虚に向き合って，正直かつ誠実に
社会に説明する責任がある。 



化学物質の課題 

化学物質の危害を，社会に向けて最初に訴え
たのは，1962年のレーチェル・カーソンの著作
“Silent Spring”（邦訳「沈黙の春」）だった。彼女
は「自然が作り出したことのない物質」と表現し
た。カーソンが告発した対象は，農薬，特に
DDTである。DDTは蚊が媒介するマラリア，シ
ラミが媒介する発疹チフスの流行を抑える効果
が評価され，1948年，スイスのP.H.ミューラー
はDDTの殺虫効果の発見により，ノーベル生理
学・医学賞を受賞した。 



しかし，カーソンの告発が契機となって，DDTは安
定で環境中に残留し，脂溶性であるため食物連鎖
によって生物濃縮されることが判明し，現在は，各
国で製造・使用が禁止されている。日本においても
，1970年に使用禁止となった。 
 
だが，DDTの禁止により，特にマラリアを媒介するハマ
ダラカに対する強力な武器を失い，発展途上国ではマ
ラリアの蔓延に十分に対抗できなくなるという逆の問題
が生じた。WHO（世界保健機関）は年間３～５億人がマ
ラリアに罹災し，150万～270万人の死者が出ていると
推計している。その後2006年に，WHOは，DDTの室内
残留性噴霧を奨励する決定を下している。 



DDTにかかわる問題は，科学技術者にとって２
つの重要な教訓を示している。 
 

①ノーベル賞を受賞するような業績であっても，
その後の科学技術の進展によっては否定され
ることがあり得ることである。同様な事例として
は，かつて半導体の洗浄剤，熱媒体として高く
評価されていたフロンが，その後，オゾン層を
破壊することが判明し使用禁止になっている。 

科学技術に取り組む者にとって，自分たちがで
きることは，その時点，時点での最善であること
を自覚する必要がある。 



②リスクには，トレードオフの関係があり，あるリ
スクをなくそうとすると，他のリスクが出てきて，
最初のリスク削減効果を食いつぶし，場合によ
っては全体としてのリスクを大きくしてしまうこと
である。 

人類の未来は新たな化学物質の開発なしには
考えられない。化学物質の安全性の考え方を理
解して取り組む必要がある。リスクはゼロにする
ことはできない。利害関係者間で妥協点を見い
だすためには，リスクとベネフィットをきちんと説
明して情報を共有し，ともに考えること（リスクコ
ミュニケーション）が必要である。 



PFOS（ペルフルオロオクタンスルホン酸）は、撥水性や
撥油性を持つ人工的な有機フッ素化合物です。高い
安定性と分解されにくさから「フォーエバーケミカル」と
も呼ばれ、過去には半導体製造や泡消火薬剤などに
広く利用されてきました。しかし、環境中に残留しやす
く、人体や生物への影響が懸念されており、日本では
2010年以降、製造・輸入が原則禁止されています。  
特徴 
優れた性質: 水や油をはじき、熱や薬品に強いという
特性を持ちます。 
難分解性・高蓄積性: 自然界で分解されにくく、食物
連鎖を通じて体内に蓄積しやすい性質があります。 
長距離移動性: 地球規模で環境中に残留し、広範囲
に拡散する可能性があります。  



使用された用途 
半導体: 反射防止剤、レジスト 
金属メッキ: 処理剤 
その他: 泡消火薬剤、フッ素ポリマー加工剤、界面活
性剤など  
 
規制と健康影響 
規制: 日本では、2010年に「化学物質の審査及び製
造等の規制に関する法律」（化審法）に基づき第一種
特定化学物質に指定され、製造・輸入が原則禁止さ
れています。 
水道水の基準: 2025年6月30日に、PFOSとPFOAの合
計値として水質基準値が「$50 ng/L$以下」に設定さ
れ、2026年4月1日から施行されます。 



健康影響: 動物実験では肝臓機能や仔動物の体重減
少などへの影響が指摘されています。人への影響とし
ては、コレステロール値の上昇や発がん性、免疫系と
の関連などが報告されており、研究が進められていま
す。2023年には、WHOの国際がん研究機関が発がん
性の可能性がある物質に分類しました。  





第８章 コンプライアンスと規制行政 
 

安全文化が日本で理解困難であったのは，規制
行政への正当な関心を欠いたことにあった。規
制行政は，国民生活や産業活動に広く行き渡り
，科学技術の安全確保に支配的な影響力があ
る。しかし日本では，これが単にコンプライアンス
問題と認識されてきた。 
業務上過失の刑法や不法行為法は，事故が起きてか
らその事故について責任を追及する，いわゆる事後法
である。それに対して，規制行政は，事前に，事故を抑
止し，あるいは違法や不正を是正しようとするもので，
事前法の域にある。 



「法律」と「命令」とを合わせて「法令」といい，地方公共団体
の条例・規則を含めて法令ということが多い。 



政府が，法律にもとづき，国民生活や産業活動を規制
するのが，規制行政（regulation）である。 



日本の産業界で「コンプライアンス（法令順守）」と
いう表記が使われるようになったのは，1987年の
東芝機械ココム違反事件が最初である。 
コンプライアンス（compliance）とは，規制の法律（
規制法）およびそれにもとづく規制に則して行動
することを指している。 
この事件は，米国国防省の指摘が発端だった。ソ連（当
時）が東芝機械の工作機械を用いて潜水艦用スクリュー
を製作した結果，潜水艦のスクリュー音が小さくなり，米
国側による追跡が困難になった。これは安全保障上の大
問題であると強硬な姿勢で，結局，東芝機械には３年間
の輸入禁止，東芝には３年間の政府との契約禁止となっ
た。東芝は当初，東芝には責任はないと主張したが，こ
の日本独自の見方は通用しなかった。 



規制法の性格 
（警察的取締りから安全確保へ） 
 

わが国の規制法は，ある時期に，警察的取締り
の法から，安全確保の法へと性格を変えたとみら
れる。道路交通の法がそれを象徴する。 
すなわち，1960年，それまでの「道路交通取締法
」という名称を改め，「道路交通法」とする法改正
があり，「単に警察的な取り締まりの根拠法では
なく，むしろあらゆる国民が安全に道路を通行す
るために積極的に順守すべき道路交通の基本法
であると理解されるべきものである」とされた。 



いま，日本全国の津々浦々，低い事故率で自
動車が走っている。道路交通法にもとづく規制
行政の，長い間の努力の積み重ねの成果であ
る。科学技術の産物の危害を，国民が理解して
，自動車の運転や道路の歩行を通じて参加す
ることにより実現している。国民の，国民による
，国民のための規制行政の成功例といえる。 





規制行政の枠組み 
 

規制行政には，当事者としての規制者と被規
制者のほか，規制にかかわり，あるいは規制の
影響が及ぶ関係者がいる。当事者と関係者を
合わせてステークホルダー（利害関係者）とい
われることがある。 
 
ステークホルダーとは、企業や組織の活動に直接・間
接的に利害関係を持つすべての個人や団体のこと。
日本語では「利害関係者」と訳され、株主、顧客、従業
員、取引先といった直接的な関係者だけでなく、地域
社会、行政機関、メディアなども含まれる。  





規制者 

規制者は，規制法にもとづき，自らの裁量によ
り規制をする行政機関である。道路交通の規制
では，道路交通法に，公安委員会（４条）を頂点
とし，警察署長（５条），警察官または交通巡視
委員（６条）が規定されている。 
 
①法の具体化／適用法の決定 

規制者は，規制法を具体化するために，命令（施行令
，施行規則など）を，パブリックコメントを経て制定する
（行政手続法３９条）。それでも，施行令や施行規則な
どは一般的で抽象的な表現が多いので，解釈して適
用する。 



②必要な組織，設備などの具備 

規制者は，規則のために必要な，自らの組織を備える
。加えて，道路交通法では，規制者（公安委員会）は「
信号機または道路標識等を設置し，及び管理」する（
同法４条１項）。規制法の目的の実現のために，規制
者が自ら具備すべきことが多々ある。 
 
③被規制者に対する規制（政府規制） 
従来，規制行政といえば，この「政府規制」であり，警
察的規制といわれてきた。被規制者には，憲法で保障
された，交通の権利・自由や，事業を営む権利・自由
がある。規制者による規制はそれらを制限することに
なるが，被規制者は従わなければならない。 





被規制者 

規制法では，被規制者は規制者によって規制
され，それに従うという，一見，受動的な立場に
ある。しかし，法律の文言に表れていない前提
がある。 

被規制者は，規制対象を，自らの管理下に置き
，それを自ら運用する。このことが前提である。
被規制者は，管理下にある規制対象の安全確
保に一義的な責任を負い，自主的に，自ら規制
する。 



関係者 
 
①業界団体 

代表例として，事業者が加入する業界団体が
ある。事業者は，業界団体に加入し，業界団体
が自主規制の方針による制約を受ける。 
 
②学協会 

関連の専門技術をもつ専門家や，土木学会，
日本機械学会，安全工学会など学協会の参画
がありうる。一般に，それらの公的活動をする
学協会には，相応の社会的責任がある。 



③世論を背景とするマスメディア 

国民・公衆による世論が，規制行政に影響力を
持つことは言うまでもない。そういう国民・公衆
を背景とするマスメディアの動向が，世論を動
かし，規制行政に影響を及ぼすことがありうる。 
例として，NASAによるスペースシャトルのチャ
レンジャーの打ち上げ決定の際に，マスメディ
アがスペースシャトルの遅延を多く大々的に報
道したことが圧力となった。 





規制の構成 

規制行政における規制は，単なる政府規制では
なく，事故規制を中心に，３種類の規制が重なっ
ている。 
①規制者による被規制者に対する規制 
  （政府規制） 
②被規制者による自己規制（自己規制） 
③業界団体などによる自主規制（自主規制） 
 

政府規制の主導のもと，自己規制を中心に，互い
に補完的に作用し，全体として規制の目的を達す
る。 



福島原子力事故後の規制改革 
2011年の閣議決定により，「規制と利用の分離」
の観点から組織の見直しがスタートした。 
それまで，原子力の「利用」の行政と，原子力の「規制」
の行政とが，同じ経済産業省の所管だった。利用と規制
は，利益が相反する関係にあり，所管が同じでは厳しい
規制の妨げとなる。それに，原子力規制が複数の省庁に
分かれていた。経済産業省資源エネルギー庁の特別の
機関とされていた原子力安全・保安院が規制を担い，そ
れを内閣府に置かれた原子力安全委員会がダブルチェ
ックする仕組みだったが，縦割り行政の弊害があった。こ
の見直しにより，2012年，環境省の外局として原子力規
制委員会が設置されて，規制の事務が一元化された。 




